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旭市放課後児童クラブ運営業務委託 質問に対する回答 

令和７年１０月１４日 

No. ページ 質問内容 回答 

1 

実施要領 P.4 

10.企画提案書等の作成及

び提出 

ク 工程表【任意様式】 

ク 工程表【任意様式】はどのような記載

をすれば宜しいでしょうか？ 

契約期間（契約締結日から令和１１年３月３

１日まで）の間で行う各業務内容と、その時

期が分かる表の作成をお願いします。 

（例） 

支援員等の募集 R7.12～R8.2 

保護者説明会  R8. 2～R8.3 

※記載方法については、内容、時期が分かる

ものであれば様式は問いません。 

2 

プロポーザル実施要領 P5 

11.プレゼンテーションの

実施（２）プレゼンテーシ

ョンの時間等 

③当日は提出書類を用いて行うものと

し、当日の差し替え、追加資料は認めな

いと記載しておりますが、提出した資料

を加工したもの（文字や写真の変更はな

く、切り取りや図形で囲む等）を投影用

の資料として用いるのは可能でしょう

か。 

提出資料の内容が変わるものでなければ可

能とします。 
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3 

運営業務委託仕様書 P1 

5.定員 

別表 2に定員が記載されておりますが、

利用児童数が、定員を超えることはあり

ますか。また超えた場合は、別の場所で

の保育となりますか。 

場合によっては定員を超えることはありま

す。また、定員を超えた場合であっても、同

じ教室で保育を行うこととなります。 

4 

運営業務委託仕様書 P1 

6.委託料 

年度ごとに委託費が設定されております

が、人件費とその他経費の割合は設定さ

れておりますか。業者側で上限を超えな

い範囲で金額を設定する認識でよろしい

でしょうか 

お見込みのとおりです。年度ごと、運営に支

障がないように設定を行ってください。 

5 

運営業務委託仕様書 P1 

7.委託料の支払い（2） 

3 月分の委託料において使用しなかった

人件費を差し引いた金額を請求すると記

載されておりますが、見込みより人件費

が高くなってしまった場合はどのように

なるのかご教示ください。 

年度ごとの契約金額までの支払いとなりま

す。 

6 

運営業務委託仕様書 P1 

7.委託料の支払い（3） 

人件費として、看護師や人材派遣等の役

務の提供と記載されておりますが、現在

看護師の雇用、人事派遣の利用実績はご

ざいますか。また、記載以外の職責の者

（事務員等）は含まれますか。 

看護師については、雇用しております。ま

た、人事派遣の利用実績はありません。 

「仕様書 P5 4．職員体制」に定める人員以

外については、委託料に含めておりません。 
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7 

運営業務委託仕様書 P2 

10.基本的事項（6） 

施設の修繕については、発注者と協議す

ること。と記載しておりますが、現在の

ある程度の棲み分けはご検討されていま

すでしょうか。分かる範囲でご教示くだ

さい。例）経年劣化の場合、児童が破損

した場合等 また、児童が故意に破損さ

せた場合は、保護者負担になるのかお教

えください。 

基本的に、経年劣化等通常の使用を行ってい

た場合で必要となった修繕については、発注

者の負担と考えております。その他の場合に

ついては、案件ごとの協議となります。 

8 

運営業務委託仕様書 P3 

12.開所日及び開所時間 

（2）開所時間 

①令和７年度又は６年度の、平日におけ

る延長保育利用者の人数をご教示くださ

い。 

②令和７年度又は６年度の、土曜日、学

校休校日、学校行事等振替休日におけ

る、延長保育利用者の人数をご教示くだ

さい。 

①、②延長保育の利用者について人数の把握

をしておりません。 

公表できるものは、令和６年度延長保育登録

児童（平日、土曜日、学校休校日、学校行事

等振替休日含む）が質問回答別紙１となりま

すので参考にしてください。 

9 

運営業務委託仕様書 P3 

12.開所日及び開所時間 

（3）その他特記事項 

③土曜日の運営について、令和７年度又

は令和６年度の開所実績をご教示くださ

い。 

質問回答別紙２を参考としてください。 
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10 

運営業務委託仕様書 P4 

13.受注者が行う業務内容 

（2）事業の運営及び施設

管理に関する業務 

③長期休業期間中の弁当配達サービスに

関すること 

需用費の長期休業期間中の弁当配達サー

ビス弁当代と記載がありますが、現在お

弁当提供は行っていますか。行っている

場合は現行業者を引き継いでの提供とな

りますか。また、旭市の業者を優先する

と記載されていますが、店舗という認識

でも構いませんか。 

現在弁当配達サービスは行っておりません。

旭市の業者については、店舗ということでも

構いません。 

11 
運営業務委託仕様書 P5 

14.職員体制（1） 

各クラブの職員の在籍数（支援員、補助

員内訳含む）をご教示ください。 

質問回答別紙３を参考としてください。 

12 

運営業務委託仕様書 P5 

14 職員体制（2） 

現在、統括支援員・主任支援員は、在籍

しておりますか。また、統括支援員の採

用条件として、放課後児童クラブだけで

なく、教職員など児童に係る経験を有し

た者等でも可能か。 

現在、統括支援員については、在籍しており

ません。また、統括支援員については、仕様

書 P5 14 職員体制（2）に定める業務を行う

ことのできる者であれば限定しません。 

13 

運営業務委託仕様書 P6 

14 職員体制（5） 

現在、医療的ケアが必要な児童はおりま

すか。いる場合は人数、内容、学年をお

教えください。 

１年生に１名おりますが、内容については公

表を控えさせていただきます。 
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14 

運営業務委託仕様書 P6 

14 職員体制（6） 

常勤職員を 2名以上配置することと記載

されておりますが、常勤の定義をお教え

ください。週〇日●時間以上等。 常勤

は毎日 2名なのか、登録が 2名なのか、

また無資格者でも問題ないのかご教示く

ださい。 

常勤職員は、週 4日以上勤務を行っており、

週 24 時間以上の勤務を行う者とします。 

常勤は登録 2名で良いです。また、2名の内

1名については、支援員の資格がない補助員

でも可能です。 

15 

運営業務委託仕様書 P6 

17.労働安全衛生（2） 

補助員などにおいては協議において健康

診断が不要とすることができると記載さ

れておりますが、労働安全衛生法におけ

る対象者以外の者という認識でよろしい

でしょうか。また、現在不要とされる方

は何名いるかお教えください。 

お見込みのとおりです。 

健康診断不要な人数については、支援員で

23 名、補助員で 4名（令和 7年 4月 1日時

点）となっております。 

16 

運営業務委託仕様書 P6 

18.職員の処遇について 

本人が希望する場合において雇用に配慮

することと記載されております。継続雇

用をする際には、現状の待遇を下回るこ

とがあってはならないと認識しておりま

すので、現在在籍されている職員の処遇

（時給、手当対象人数、社会保険加入人

数）をご教示ください。 

質問回答別紙４を参考としてください。 
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17 

運営業務委託仕様書 P7 

22.保険等の加入（1） 

保険の補償内容においての基準があれば

お教えください。 

現在（令和７年１０月１日時点）児童を対象

とした保険については、以下の補償内容とな

っており、同等程度と考えております。 

身体賠償 

死亡 3,000 万円 

入院  4,000 円 

通院  1,500 円 

財物賠償 1 事故につき   5 億円 

対人賠償 1 事故につき   1 億円 

18 

その他 放課後支援員等処遇改善事業における賃

金改善を行っているのか。行っていない

場合、民間から処遇改善事業の賃金改善

を依頼された場合はどのように考えてい

るのか。 

放課後支援員等処遇改善事業における賃金改

善は行っておりません。 

賃金改善を依頼された場合ですが、契約金額

の範囲内で協議により検討となります。 


